
は
じ
め
に

本
稿
は
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
（
旧
南
葵
文
庫
）
に
所
蔵
さ
れ
る
、「
浅
草

寺
雑
簿
鈔
」（
竪
帳
二
冊
を
合
冊
製
本
し
た
も
の
が
二
冊
、
請
求
記
号
は
共
に
Ｃ

四
〇
―
一
七
〇
一
）
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

江
戸
・
浅
草
に
あ
る
金
龍
山
浅
草
寺
が
作
成
し
た
史
料
群
に
つ
い
て
は
、
浅
草

寺
日
並
記
研
究
会
に
よ
っ
て
、『
浅
草
寺
日
記
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
〜
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
浅
草
寺
日
記
』
は
、
浅
草
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
、
複

数
の
役
職
に
お
け
る
公
務
日
記
の
総
称
で
、
寛
保
四
（
一
七
四
四
）
年
か
ら
慶
応

三
（
一
八
六
七
）
年
に
至
る
三
百
部
余
の
膨
大
な
日
々
の
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
が

編
年
順
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
現
在
二
十
五
巻
、
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
分
ま

で
到
達
し
て
い
る
。

本
稿
で
紹
介
す
る
「
浅
草
寺
雑
簿
鈔
」
は
、
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
に
浅
草

寺
代
官
役
所
（
本
間
役
所
）
が
、
浅
草
寺
別
当
代
に
よ
る
記
録
「
雑
簿
」
を
抄
録

し
た
写
本
で
あ
る
が
、『
浅
草
寺
日
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
元
文
五
（
一
七

四
〇
）
〜
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
に
わ
た
る
記
録
を
含
ん
で
い
る
。
当
該
期
は
、

浅
草
寺
別
当
が
輪
王
寺
宮
門
跡
の
兼
帯
所
と
な
り
、
本
坊
に
は
新
た
に
別
当
代

（
御
留
守
居
）
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
浅
草
寺
の
一
大
画
期
と
し
て
注
目

さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
浅
草
寺
日
記
』
と
「
浅
草

寺
雑
簿
鈔
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
た
上
で
、「
浅
草
寺
雑
簿
鈔
」
の
一
部
を

翻
刻
し
史
料
紹
介
と
し
た
い
。

１

『
浅
草
寺
日
記
』
に
つ
い
て

『
浅
草
寺
日
記
』
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
浅
草
寺
の
概
略
に
つ
い
て
、『
台
東

区
史
（
１
）
』
な
ど
を
参
考
に
し
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。

推
古
天
皇
三
十
六
（
六
二
八
）
年
に
開
創
さ
れ
た
と
す
る
由
緒
を
も
ち
、
中
世

期
に
は
青
蓮
院
門
跡
末
寺
（
２
）
と
し
て
存
在
し
て
い
た
浅
草
寺
は
、
天
正
十
八
（
一
五

九
〇
）
年
の
徳
川
家
康
の
江
戸
入
城
に
よ
り
、
徳
川
家
の
祈
願
所
と
い
う
地
位
を

東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
（
旧
南
葵
文
庫
）

「
浅
草
寺
雑
簿
鈔
」
に
つ
い
て

武

部

愛

子

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
号

二
〇
〇
六
年
三
月
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得
、
慶
長
十
八
（
一
六
一
三
）
年
に
は
、
武
蔵
国
豊
嶋
郡
千
束
村
に
て
朱
印
地
五

百
石
を
与
え
ら
れ
た
。
当
時
の
浅
草
寺
別
当
は
知
（
智
）
楽
院
と
称
し
、
戦
国
末

期
北
条
氏
康
の
家
老
で
、
江
戸
城
主
を
つ
と
め
た
遠
山
直
景
の
縁
者
が
、
縁
戚
・

師
弟
関
係
に
よ
っ
て
三
代
に
わ
た
っ
て
つ
と
め
た
。「
知
楽
院
」
と
は
、
青
蓮
院

門
跡
の
院
室
号
で
あ
り
（
３
）
、
浅
草
寺
別
当
は
、
寛
永
寺
（
輪
王
寺
宮
門
跡
）
を
頂
点

と
す
る
本
末
関
係
が
い
ま
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
い
段
階
か
ら
、
既
に
天
台
宗
内
に

お
い
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

そ
の
後
、
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
、
浅
草
寺
別
当
忠
運
が
「
日
光
門
主
に
対

し
本
末
の
訴
論
を
な
し
（
４
）
」
た
こ
と
が
発
端
と
な
り
、
忠
運
は
別
当
を
罷
免
さ
れ
、

新
た
に
輪
王
寺
宮
門
跡
が
任
命
し
た
僧
侶
が
別
当
と
し
て
入
院
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
ま
で
の
浅
草
寺
別
当
が
、
前
別
当
の
縁
者
で
あ
る
と
い
う
独
自
の
論
理

で
就
任
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
本
山
側
が
名
実
共
に
浅
草
寺
を
支
配
下
に
お

く
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
忠
運
罷
免
以
後
は
寛
永
寺
衆
徒
で
法

脈
を
も
つ
僧
侶
が
別
当
に
任
免
さ
れ
、
本
山
の
意
図
を
反
映
さ
せ
た
任
免
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
輪
王
寺
宮
門
跡
の
任
免
に
よ
る
別
当
は
こ
の
後
四
代
続

く
。そ

の
後
、
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
十
月
に
、
浅
草
寺
別
当
は
輪
王
寺
宮
門
跡

の
兼
帯
所
と
な
り
、
本
坊
伝
法
院
に
は
、
門
跡
の
代
理
と
し
て
、
別
当
代
（
御
留

守
居
）
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
以
降
幕
末
に
至
る
ま
で
、
別
当
代
を
介
し

た
本
山
寛
永
寺
に
よ
る
浅
草
寺
支
配
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

浅
草
寺
別
当
代
は
、
輪
王
寺
宮
門
跡
近
侍
（
５
）
の
僧
侶
が
任
命
さ
れ
、
輪
王
寺
宮
門

跡
に
か
わ
っ
て
浅
草
寺
の
支
配
を
担
っ
た
。
だ
が
、
浅
草
寺
別
当
代
に
支
配
の
全

権
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
己
の
了
簡
に
て
解
決
で
き
な
い
場
合
に
は
、
本

山
へ
相
談
す
る
よ
う
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
（
６
）
。
こ
の
他
に
、
別
当
兼
帯
と
な
っ
た

為
、
桜
井
織
部
（
御
納
戸
ヵ
）、
松
本
安
右
衛
門
・
江
口
平
八
（
吟
味
役
ヵ
）
が

「
浅
草
寺
附
役
儀
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
浅
草
寺
本
坊
に
詰
め
る
こ
と
に
な
り
、

さ
ら
に
在
寛
永
寺
の
坊
官
・
御
用
人
・
御
納
戸
よ
り
一
人
ず
つ
年
番
に
て
「
浅
草

寺
御
用
掛
り
」
に
任
命
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
輪
王
寺
宮
門
跡
附
の
家
来
で
、
本
山

寛
永
寺
と
の
取
次
ぎ
や
浅
草
寺
別
当
領
の
経
営
な
ど
、
浅
草
寺
支
配
の
実
務
を
担

う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、「
古
来
か
ら
の
浅
草
寺
寺
院
組
織
の
実
態
的
基
盤
で
あ
り
、
寺
中
と
よ

ば
れ
る
自
立
的
な
子
院
の
共
同
組
織
（
７
）
」
で
あ
る
一
山
中
（
衆
徒
十
二
院
・
寺
僧
二

十
二
院
）
は
、
こ
の
と
き
別
当
代
の
支
配
下
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
山
・

末
寺
・
門
徒
寺
は
、
衆
徒
二
院
か
ら
選
出
さ
れ
た
役
者
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
、
役

者
は
、
一
山
さ
ら
に
は
末
寺
・
門
徒
寺
と
別
当
代
と
を
取
次
ぐ
役
割
も
果
た
し
て

い
た
。

『
浅
草
寺
日
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
記
録
は
、
右
記
に
あ
げ
た
別
当
代
・
御

納
戸
・
役
者
の
三
系
統
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
他
に
も
、
本
堂

の
外
陣
を
差
配
し
、
境
内
諸
見
世
の
管
理
に
も
携
わ
っ
た
堂
番
や
、
御
納
戸
の
配

下
に
あ
り
実
務
を
担
っ
た
吟
味
役
（
８
）
の
日
記
も
少
数
な
が
ら
含
ま
れ
て
い
る
。

２

「
浅
草
寺
雑
簿
鈔
」
に
つ
い
て

「
浅
草
寺
雑
簿
鈔
」
は
、
竪
帳
二
冊
が
合
冊
製
本
さ
れ
た
状
態
で
二
冊
保
管
さ

れ
て
お
り
、
背
表
紙
に
は
「
１

浅
草
寺
雑
簿
鈔

元
文
、
寛
保
」（「
元
」・

「
亨
」
が
合
冊
）
と
「
２
止

浅
草
寺
雑
簿
鈔

寛
保
、
寛
延
、
宝
暦
」（「
利
」・

「
貞
」
が
合
冊
）
と
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
紫
色

紙
表
紙
、
四
つ
目
綴
じ
の
竪
帳
四
冊
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
東
京
大
学
総
合
図
書

館
に
よ
っ
て
二
冊
に
合
冊
製
本
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
冊
の
竪
帳
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
南
葵
文
庫
の
蔵
書
印
が
押
印
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
購
入
、
古
本
、

紀
元
二
千
五
百
六
十
三
年

明
治
三
十
六
年
十
二
月
廿
一
日
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
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表１ 「浅草寺雑簿鈔」細目
頁（巻－頁）
上－５２７～５３７

（
１
）

１－３１４
１－３４７～３４９
１－５４６～５４８
１－５６７
１－５６８～５７５

（
３
）

１－５７３
１－５７３
１－５８５
１－６１５～６１６

１－６１８
１－６２７

１－６２８
１－６３２、６４８～６４９
１－６４７～６４８
１－６５３
１－６５４
２－２５

２－２６～２８
２－３０～３１
２－３１

２－３３～３４

注：
（
１
）
『浅草寺志』とは１０月２３、２４、２６、２８日、１１月３、８日条が重複する。

（
２
）
「伝法院日並記抜抄」とは、２月２５、２８日、３月３、７、８、１４日、４月１３、１９、２１、２４日、６月２日、７月１１日、１２月３日条が重複する。

（
３
）
ただし７月２７、２８日条本所最勝寺托鉢願（５７０頁３～１６行）、８月５日条（５７１頁４行～５７２頁６行）、８月２３日条（５７４頁６～１２行）は除く

（
４
）
「貞」の末尾に綴じ込まれていた分

重複する箇所
『浅草寺志』

「伝法院日並記抜抄」
（
２
）

「伝法院日並記抜抄」

「伝法院日並記抜抄」

「伝法院日並記抜抄」
「伝法院日並記抜抄」

「伝法院日並記抜抄」

『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）

『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）

『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）

『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）
『浅草寺日記』（別当代）

『浅草寺日記』（別当代）

内容
輪王寺宮門跡別当兼帯、別当代理乗院に仰付け

表門通２３軒茶屋取調べ
天英院死去の為、三社権現祭礼延期
諸宗寺院法度（寛文５年）の留書の有無尋
別当兼帯中、浅草寺手船の扱いニ付
紅葉山別当料（２００石）、以後富永軍治へ支配申付
代官本間庄兵衛養子縁組願い許可
本間庄兵衛養子庄太夫奉公見習許可
元文３年駒形堂類焼の為、再建・榑木拝領願
東仲町鐘撞屋鋪地面請負証文
棟梁鈴木源右衛門・鈴木太郎左衛門受領名願
駒形堂開帳願
本間庄兵衛病気の為、役儀御免願、養子庄太夫へ家督・役儀相
続許可
寺社奉行所より境内見世物類・境内作事の届け出の有無尋
弁天山下浄瑠璃売薬見世渡世の者、団子茶屋願、明地には土蔵
建築願
本龍院より金龍山聖天宮開帳添簡願
代官（本間）手代幸右衛門家修復願
大洪水の為、領内百姓より拝借願、末寺門徒へ御救下され物
領内百姓より検見願
中番所角左衛門役料場にて子供浄瑠璃願い許可
並木町宇右衛門、三社の脇・仁王門前２ヶ所出見世、再度拝借願
堂番岡地半右衛門死去、永井庄蔵に家督相続許可
領内百姓より種籾拝借願書、火除田地（大和屋宗兵衛請負）年
貢２／３免除
中番所角左衛門、役儀・家督従弟勘兵衛へ相続願い許可
馬道町組頭安兵衛預り地弁天山下茶屋場へ土蔵建築願、許可
輪王寺宮門跡御成
寺領百姓より野道普請入用金下賜願い許可
浅草寺領田方吟味御用に田澤源太郎仰付、検見、以後３年定免
戸田右近将監家来石川武平治、頓阿自作人麿像奉納、人麿社普
請願、許可
六郷伊賀守屋敷前砂利取場跡田地請負証文
材木町・花川戸町・山之宿町より戸樋普請願、入用金下賜
中番所権七、弟福右衛門へ跡役相続願い許可
去秋の領内百姓よりの種米拝借金、年賦返済願い許可、火除田
地分も同様
堂番高橋八左衛門、甥八郎を婿養子願い許可
医王院持、境内薬師堂由緒尋
明（妙）徳院持、境内薬師堂由緒尋
堂番高橋八郎出奔
中番四人役屋敷有無尋
町年寄より寺中３４院地借の者支配向き尋
田村八太夫三社拝殿神楽執行願い許可
諏訪町殺生禁断の高札建替
中番所勘助、従弟吉兵衛へ役儀・役屋敷相続願、許可
羽山一学、上野中奥へ召帰し仰付
大納言（徳川家治）疱瘡の為、一山祈祷執行
堂番菊池勘兵衛・久代忠右衛門熨斗目御免、持木藤右衛門・小
高平次浅草寺限熨斗目御免など
大納言（徳川家治）疱瘡全快の為、水引奉納
町年寄より諏訪町・聖天町名主へ、浅草寺領殺生禁断高札につ
いて尋
代官本間庄太夫、実父大病の為、１５日暇願い許可
代官菊池助右衛門役屋敷（東仲町）売却願い許可
寺社奉行より別当代格式について尋
市両日の預物について町奉行所より尋
神馬１疋落命の為、奉納請取
代官本間庄太夫役所惣修復・鐘撞長十郎屋敷修復について、そ
れぞれ手当金５両下賜
寺社奉行より大納言（徳川家治）御成跡開帳について尋
准后宮浅草寺へ参詣
一山、代官、本堂・末社、門前名主・年寄、馬道組頭、中番
年頭料理振舞
寺社奉行より観音堂後ろ馬場について尋

赤坂伝馬町清水（柏屋）平兵衛神馬奉納

年代
元文５（１７４０）年１０月２３日～１２月晦
日
元文６（１７４１）年２月２４日～１２月１２日
元文６（１７４１）年３月６日～４月９日
寛保元（１７４１）年４月２７日～２９日
寛保元（１７４１）年４月２１日～７月１日
寛保元（１７４１）年８月１７日
寛保元（１７４１）年８月２５日～９月２４日
寛保元（１７４１）年１２月６日
寛保２（１７４２）年２月１９日～３月
寛保２（１７４２）年２月２４日
寛保２（１７４２）年３月～７月２日
寛保２（１７４２）年４月１７日～２６日
寛保２（１７４２）年７月１０日～８月２日

寛保２（１７４２）年７月１１日
寛保２（１７４２）年７月２４日

寛保２（１７４２）年７月２６日
寛保２（１７４２）年８月１０日
寛保２（１７４２）年８月１４日
寛保２（１７４２）年８月２０日
寛保２（１７４２）年８月２０日
寛保２（１７４２）年９月
寛保２（１７４２）年１０月８日
寛保２（１７４２）年１０月１１日

寛保２（１７４２）年１０月
寛保３（１７４３）年正月２２日
寛保３（１７４３）年２月２１日～２２日
寛保３（１７４３）年３月１１日
寛保３（１７４３）年７月２８日～８月１７日
寛保３（１７４３）年８月２０日～１０月１５日

寛保３（１７４３）年８月２５日
寛保３（１７４３）年８月２５日
寛保３（１７４３）年９月２６日
寛保３（１７４３）年１０月１１日

寛保３（１７４３）年１０月１１日
寛保３（１７４３）年１１月８日
寛保３（１７４３）年１１月８日
寛延２（１７４９）年３月６日
寛延２（１７４９）年８月１１日
宝暦２（１７５２）年３月１９日
宝暦２（１７５２）年７月２日
宝暦２（１７５２）年７月２１日～８月２７日
宝暦２（１７５２）年８月８日
宝暦２（１７５２）年８月１６日
宝暦２（１７５２）年１１月１３日
宝暦３（１７５３）年４月２２日

宝暦３（１７５３）年５月１７日
宝暦３（１７５３）年７月６日

宝暦３（１７５３）年７月２０日
宝暦３（１７５３）年９月１４日、１２月朔日
宝暦３（１７５３）年１２月朔日
宝暦３（１７５３）年１２月１６日
宝暦３（１７５３）年１２月１６日
宝暦４（１７５４）年閏２月２２日

宝暦４（１７５４）年３月１２日
宝暦４（１７５４）年３月２５～２６日
宝暦４（１７５４）年４月２日

宝暦４（１７５４）年４月１９日

文化４年５月８日
（
４
）

「元」

「亨」

「利」

「貞」
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た
ば
こ
見
世
 

茶
屋
惣
間
数
三
十
壱
間
 

仁
王
門
ヨ
リ
雷
鳴
門
マ
テ
百
六
十
七
間
弐
尺
八
寸
 

弁
天
山
 

九
間
半
 

此
処
三
尺
之
土
間
 

手
水
 

仁
王
門
 

神
鳴
門
 

同
 

同
 同
 

同
 

同
 
同
 

同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 

同
 

同
 

同
 

同
 

同
 

同
 同
 

小
間
物
 

番
所
 

小間 

物 

小間 

物 

西宮稲荷 

小間物 

木戸 

三間 

同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
小
間
物
 

見
世
 

新町屋 

馬道通 

馬道町屋 

寺中 寺中 

同
 

同
 

同
 

同
 

同
 

三間 

三間 

三間 

木戸道 

浅草寺 

図
１
浅
草
寺
伝
法
院
表
門
前
弐
拾
三
軒
茶
屋
絵
図

注
：
『
浅
草
寺
雑
簿
鈔
亨
』
よ
り
作
成
。
文
字
の
方
向
は
適
宜
変
更
し
た
。
点
線
は
朱
書
部
分
で
あ
る
。
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図
２
二
十
軒
茶
屋
付
近
（
天
保
期
）

長
谷
川
雪
旦
画
「
江
戸
名
所
図
会
第
六
巻
開
陽
之
部
」（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
）

中
央
か
ら
右
側
の
絵
に
か
か
る
部
分
、
本
坊
伝
法
院
表
門
の
向
か
い
に
二
十
軒
茶
屋
が
展
開
す
る
。
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も
と
は
南
葵
文
庫
の
蔵
書
で
あ
っ
た
。

「
浅
草
寺
雑
簿
鈔
」
は
、
例
え
ば
「
浅
草
寺
雑
簿
鈔

亨
」
の
本
文
の
冒
頭
に

「
浅
草
寺
御
別
当
代
日
記
書
抜
」
と
あ
る
よ
う
に
、
別
当
代
の
記
録
の
抄
録
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
表
紙
に
は
、「
浅
草
寺
雑
簿
鈔

本
間
役
所
」
と
大
き
く
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浅
草
寺
の
寺
領
支
配
を
担
っ
た
代
官
二
家
の
う
ち
、
本

間
役
所
が
別
当
代
の
記
録
か
ら
必
要
な
部
分
を
書
き
抜
き
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
奥
書
に
は
筆
録
者
の
名
前
が
あ
り
、「
元
」・「
利
」・「
貞
」

は
中
番
組
頭
兼
帯
の
高
橋
勘
六
貞
祥
が
、「
亨
」
の
み
伊
藤
銕
之
助
が
作
成
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
伊
藤
銕
之
助
は
「
当
所
（
筆
者
注
：
本
間
庄
五
郎
役

所
）
向
書
物
等
為
仕
年
来
罷
在
（
９
）
」
者
と
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
両
者
は
お
そ
ら
く
代

官
本
間
方
の
書
役
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

「
浅
草
寺
雑
簿
鈔
」
の
内
容
細
目
に
つ
い
て
は
、
表
一
に
あ
げ
た
。
時
期
的
に

古
い
「
元
」・「
亨
」・「
利
」
に
つ
い
て
は
、『
浅
草
寺
日
記
』
に
は
未
収
録
の
部

分
で
あ
る
。「
貞
」
の
み
、『
浅
草
寺
日
記
』
一
・
二
巻
所
収
の
別
当
代
の
日
記
と

重
複
し
て
い
る
。
ま
た
、『
浅
草
寺
日
記
』
以
外
で
も
、「
元
」
の
一
部
は
、
文
化

十
（
一
八
一
三
）
年
に
若
桜
藩
主
松
平
冠
山
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
浅
草

寺
志
（
１０
）
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
亨
」・「
利
」
の
一
部
は
、
東
京
都
公
文

書
館
所
蔵
の
「
伝
法
院
日
並
記
抜
抄
（
１１
）
」
と
重
複
す
る
。
熊
井
保
氏
に
よ
れ
ば
「
伝

法
院
日
並
記
抜
抄
」
は
、『
東
京
市
史
稿
』
の
編
纂
を
し
て
い
た
東
京
市
史
編
纂

室
が
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
八
月
六
日
に
受
取
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
（
１２
）
。
こ
の

「
伝
法
院
日
並
記
抜
抄
」
は
、「
火
災
ノ
部
」・「
土
地
并
奥
山
ニ
関
ス
ル
部
」
と

テ
ー
マ
を
絞
り
、
元
文
六
年
か
ら
明
治
二
年
に
わ
た
る
分
が
抄
録
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
後
で
翻
刻
す
る
「
表
門
前
弐
拾
三
軒
茶
屋
」
に
関
す
る
部
分
も
一
部
含
ま
れ

て
い
る
。

３

「
表
門
前
弐
拾
三
軒
茶
屋
」
地
面
改
め
一
件
に
つ
い
て

「
浅
草
寺
雑
簿
鈔
」
の
内
容
紹
介
と
し
て
、
具
体
的
に
「
浅
草
寺
雑
簿
鈔

亨
」
に
含
ま
れ
る
「
表
門
前
弐
拾
三
軒
茶
屋
」
の
地
面
改
め
に
関
す
る
部
分
を
と

り
あ
げ
る
。
こ
れ
は
浅
草
寺
御
用
掛
り
の
坊
官
万
里
小
路
民
部
卿
よ
り
、
浅
草
寺

惣
境
内
地
代
運
上
の
吟
味
・
改
正
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
た
よ

う
で
、
浅
草
寺
代
官
（
本
間
庄
兵
衛
・
菊
池
助
右
衛
門
）
と
堂
番
（
高
橋
八
左
衛

門
・
岡
地
半
右
衛
門
）
が
そ
の
実
務
に
あ
た
っ
た
。

元
文
六
（
一
七
四
一
）
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
、
十
二
月
十
二
日
に
わ
た
る
記

録
は
、
惣
境
内
の
う
ち
、「
表
門
前
弐
拾
三
軒
茶
屋
」
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
表
門
前
弐
拾
三
軒
茶
屋
」
は
、
図
一
の
点
線
内
に
あ
た
る
、
浅
草
寺
本
坊
伝
法

院
の
表
門
の
前
に
位
置
す
る
水
茶
屋
を
さ
し
、
元
文
六
年
当
時
営
業
し
て
い
た
の

は
十
七
軒
だ
っ
た
。
こ
の
「
表
門
前
弐
拾
三
軒
茶
屋
」
は
、「
仁
王
門
前
水
茶

屋
」
と
も
称
さ
れ
た
が
、
一
般
に
は
「
二
十
軒
茶
屋
」
と
い
う
通
称
が
有
名
で
あ

る
。「

表
門
前
弐
拾
三
軒
茶
屋
」
に
対
す
る
吟
味
は
、
ま
ず
茶
屋
を
所
持
す
る
茶
屋

町
町
人
に
対
し
、
茶
屋
の
由
来
を
尋
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
茶
屋
町
町
人

側
か
ら
提
出
さ
れ
た
覚
書
に
よ
れ
ば
、
元
文
六
年
当
時
の
「
表
門
前
弐
拾
三
軒
茶

屋
」
は
次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。

�

茶
屋
町
町
人
が
茶
屋
地
面
を
所
持
し
て
い
る
分
（「
地
主
」）

十
軒

�

茶
屋
町
名
主
へ
、
役
料
と
し
て
地
代
収
取
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
分
（「
持

主
」）

一
軒

�

茶
屋
町
町
人
が
家
屋
敷
の
み
所
持
し
て
い
る
分
（「
無
茶
屋
」）

二
軒

（
マ
マ
）

�

浅
草
寺
代
官
二
名
（
本
間
庄
兵
衛
・
菊
池

惣

左
衛
門
）、
代
官
菊
池
方
手

代
（
中
野
段
右
衛
門
）、
堂
番
（
高
橋
八
左
衛
門
・
岡
地
半
右
衛
門
）、
仁
王
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門
下
番
人
（
吉
兵
衛
）
へ
役
料
と
し
て
地
代
収
取
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
分

（「
持
主
」）

六
軒

こ
の
う
ち
、
茶
屋
町
町
人
側
は
、
現
在
営
業
し
て
い
る
�
、
�
の
十
一
軒
の
茶
屋

地
面
に
つ
い
て
、
か
つ
て
浅
草
寺
境
内
域
が
拡
張
さ
れ
た
際
に
、
上
地
と
な
っ
た

茶
屋
町
地
面
の
代
地
添
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
地
面
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
た

め
茶
屋
町
に
准
じ
、
現
在
ま
で
年
貢
を
納
め
た
例
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
町
奉
行

支
配
地
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
回
答
し
た
。

茶
屋
町
側
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
浅
草
寺
境
内
地
の
中
に
、
無
年
貢
地
の
町
人
地

が
混
入
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
本
来
浅
草
寺
が
得
ら
れ
る
べ
き
年
貢
（
地
代
）

収
入
が
な
い
と
い
う
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
寛
永
寺
本
坊
の

財
政
状
況
を
改
善
す
る
為
に
任
命
さ
れ
た
浅
草
寺
御
用
掛
り
坊
官
万
里
小
路
民
部

卿
に
と
っ
て
、
早
急
に
改
良
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
町
奉
行
所
に
茶
屋

地
面
の
取
り
上
げ
を
願
い
出
る
な
ど
の
行
動
を
お
こ
し
た
。
そ
の
結
果
、
町
奉
行

石
河
政
朝
よ
り
、
茶
屋
町
の
者
に
相
応
の
寺
役
を
つ
と
め
さ
せ
る
か
わ
り
に
、
水

茶
屋
渡
世
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
と
の
申
渡
し
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
十

二
月
七
日
に
は
、
代
官
本
間
庄
兵
衛
が
茶
屋
町
町
人
を
呼
び
出
し
、
以
後
寺
役
お

よ
び
地
子
の
上
納
を
申
付
け
、
証
文
を
と
り
決
着
を
み
た
。
こ
の
一
件
で
、
�
に

つ
い
て
は
、
寺
役
・
地
代
を
浅
草
寺
に
上
納
す
る
「
御
台
所
入
」
の
地
面
と
な
り
、

茶
屋
町
町
人
に
と
っ
て
は
「
御
預
」
り
地
面
に
か
わ
り
、
ま
た
、
�
に
つ
い
て
は

�
と
同
様
の
地
面
と
し
て
、
今
後
も
茶
屋
町
名
主
役
料
と
し
て
「
御
預
」
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
茶
屋
町
町
人
に
と
っ
て
茶
屋
地
面
が
「
御

預
」
り
地
と
か
わ
っ
た
こ
と
で
、
今
後
、
茶
屋
町
の
者
は
、
水
茶
屋
を
町
屋
敷
同

前
に
内
証
に
て
売
買
す
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
吉
田

伸
之
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、「
見
世
主＝

営
業
権
所
有
と
こ
れ
を
賃
借
す
る
経

営
主
体
レ
ベ
ル
（
１３
）
」
へ
の
分
化
に
も
つ
な
が
る
方
向
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。一

連
の
経
過
は
、
別
当
兼
帯
直
後
に
お
け
る
、
坊
官
な
ど
輪
王
寺
宮
門
跡
附
の

家
来
に
よ
る
浅
草
寺
支
配
の
強
化
の
実
例
の
一
つ
と
し
て
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
た
だ
支
配
の
強
化
と
い
う
側
面
だ

け
で
は
な
く
、
ま
た
別
の
視
点
か
ら
再
評
価
が
で
き
る
史
料
と
し
て
、
今
後
の
活

用
が
望
ま
れ
る
。

（
注
）

（
１
）
台
東
区
史
編
纂
専
門
委
員
会
編
『
台
東
区
史
』
通
史
編
�
、
�
（
一
九
九

七
）。

（
２
）「
華
頂
要
略
」
巻
八
十
四
付
属
諸
寺
社
第
五
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄

写
本
）。

（
３
）「
華
頂
要
略
」
巻
十
四
門
主
伝
第
二
十
五
（
寛
永
寺
編
『
慈
眼
大
師
全
集
』

下
巻
、
五
四
六
頁
、
一
九
一
六
）。

（
４
）
貞
享
二
年
八
月
六
日
条
「
常
憲
院
御
実
紀
」
巻
十
二
（『
新
訂
増
補
国
史
大

系
四
十
二
巻

徳
川
実
紀
五
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
五
五
三
頁
、
一
九
九
九
）。

（
５
）「
諸
宗
位
格
衣
躰
書
上
類
聚
」（
東
京
大
学
付
属
総
合
図
書
館
蔵
、
Ｃ
四
〇

―
二
二
八
八
）。

（
６
）「
浅
草
寺
雑
簿
鈔

元
」（
東
京
大
学
付
属
総
合
図
書
館
蔵
、
Ｃ
四
〇
―
一

七
〇
一
）。
以
下
、
別
当
代
任
命
に
関
す
る
内
容
は
「
浅
草
寺
雑
簿
鈔

元
」
に
よ
っ
て
い
る
。

（
７
）
吉
田
伸
之
「
巨
大
城
下
町

江
戸
」（『
巨
大
城
下
町
江
戸
の
分
節
構
造
』

山
川
出
版
社
、
十
三
頁
、（
二
〇
〇
〇
）、
初
出
は
一
九
九
五
年
。

（
８
）『
浅
草
寺
日
記
』
十
八
巻
解
題
に
お
い
て
、
文
政
十
二
（
一
八
二
九
）
年
堂
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番
の
「
日
記
」
と
さ
れ
て
い
る
分
は
、
実
際
は
御
納
戸
の
配
下
に
あ
た
る
吟

味
役
の
日
記
で
あ
る
。
各
日
の
筆
録
者
の
名
前
が
堂
番
の
者
で
は
な
く
、
関

門
蔵
・
村
越
東
馬
な
ど
前
後
年
の
日
記
で
吟
味
役
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る

点
、
ま
た
、
転
載
さ
れ
て
い
る
出
入
菓
子
職
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
願
書
の
宛

先
が
「
浅
草
御
吟
味
御
役
所
」（『
浅
草
寺
日
記
』
十
八
巻
、
三
五
七
頁
）
と

な
っ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
吟
味
役
の
記
録
と
考
え
て
間
違
い
な
い
と
思
わ

れ
る
。

（
９
）
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
十
二
月
二
十
一
日
付
、
別
当
代
境
智
院
「
日
並

記
」（『
浅
草
寺
日
記
』
十
六
巻
、
一
三
七
頁
）。

（
１０
）
松
平
冠
山
『
浅
草
寺
志
』
上
・
下
巻
、
名
著
出
版
、（
一
九
七
六
）。

（
１１
）「
伝
法
院
日
並
記
抜
抄
」
の
原
本
の
請
求
番
号
は
Ｃ
Ｒ
一
〜
八
、
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
の
請
求
番
号
は
元
年
四
〇
、
四
十
一
。

（
１２
）
熊
井
保
「『
伝
法
院
日
並
記
抜
抄
』
と
二
十
軒
茶
屋
に
つ
い
て
」（『
浅
草

寺
』
浅
草
寺
教
化
部
、
一
九
九
九
年
三
月
）。

（
１３
）
吉
田
伸
之
「
都
市
民
衆
世
界
の
歴
史
的
位
相
」（『
巨
大
城
下
町
江
戸
の
分

節
構
造
』
山
川
出
版
社
、
三
〇
五
頁
、
二
〇
〇
〇
）、
初
出
は
一
九
九
七
年
。

４

史
料
翻
刻

凡
例

・

史
料
翻
刻
に
際
し
て
、
な
る
べ
く
原
本
の
体
裁
を
表
す
よ
う
努
め
た
が
、
多

少
の
修
正
を
加
え
た
。
原
本
の
闕
字
は
一
字
ア
キ
と
し
、
平
出
に
つ
い
て
は

二
字
ア
キ
と
し
た
。

・

変
体
仮
名
は
、
江
・
而
・
之
・
者
は
そ
の
ま
ま
用
い
、
�
に
つ
い
て
は
平
仮

名
に
改
め
た
。

（
表
紙
）

元
文
六
年
辛
酉
三
月
三
日
易
寛
保
元

浅
草
寺
雑
簿
鈔本

間
役
所

浅
草
寺
御
別
当
代
日
記
書
抜

従
元
文
六
年
辛
酉
正
月
、
三
月
改
元
、
至
寛
保
元
年
十
二
月
雑
簿
帳
之
内

浅
草
寺
御
留
守
居
理
乗
院

二
月
廿
四
日

一

当
山
惣
境
内
地
代
運
上
、
只
今
迄
不
埒
成
儀
ニ
付
、
此
度
御
吟
味
之
上
御
改

之
趣
、
帳
面
ヲ
以
代
官
本
間
庄
兵
衛
代
・
堂
番
四
人
江
委
細
ニ
被
仰
渡
、
尤
是

迄
不
埒
之
儀
ヲ
御
改
被
成
候
筋
ニ
而
、
非
道
成
儀
少
し
も
無
之
様
ニ
と
之
儀

ニ
候
間
、
何
も
存
寄
之
筋
も
有
之
候
ハ
丶
、
無
遠
慮
可
被
申
上
候
、
猶
又
御

為
ニ
成
候
筋
も
有
之
候
ハ
丶
、
弥
可
被
申
上
候
之
旨
、
理
乗
院
・
万
里
小
路

民
部
卿
・
水
谷
左
衛
門
列
席
ニ
而
、
民
部
卿
委
細
被
申
渡
、
両
役
人
も
末
席

ニ
為
相
詰
承
知
為
致
候
事

同
廿
五
日

一

表
門
通
弐
拾
三
軒
茶
屋
之
儀
御
吟
味
ニ
付
、
茶
屋
町
町
人
共
、
以
書
付
申
上

候
趣
如
左

乍
恐
以
書
付
申
上
候

一

茶
屋
町
附
御
境
内
水
茶
屋
之
儀
、
先
達
而
御
尋
之
節
、
口
上
ニ
而
申
上

候
処
、
此
度
別
而
御
吟
味
ニ
付
以
書
付
申
上
候
、
茶
屋
町
之
儀
、
先
年

者
表
御
境
内
、
西
者
金
蔵
院
、
東
者
観
明
院
之
当
り
ニ
町
屋
有
之
候
処
、

雷
神
門
六
十
間
程
外
江
出
張
候
節
、
右
茶
屋
町
之
跡
御
境
内
ニ
相
成
、
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御
用
地
ニ
被
召
上
、
為
御
代
地
並
木
町
之
内
江
御
割
込
被

仰
付
、
不

足
地
之
所
江
為
御
添
地
仁
王
門
前
通
ニ
而
、
町
人
共
江
壱
人
ニ
付
表
弐

間
・
裏
行
四
間
之
地
面
被
下
置
、
都
合
拾
軒
只
今
ニ
所
持
仕
来
候
、
外

ニ
壱
軒
名
主
為
役
料
古
来
よ
り
被
下
置
候
事

一

右
町
人
之
内
、
茶
屋
附
無
之
家
屋
鋪
御
座
候
、
此
儀
者
先
年

御
地
頭

様
御
役
人
衆
屋
敷
ニ
而
、
地
面
代
り
候
節
、
添
地
之
儀
御
役
人
故
御
辞

退
之
由
、
段
々
権
六
迄
買
請
候
得
共
、
右
之
訳
故
茶
屋
無
御
座
候
、
金

左
衛
門
屋
敷
ニ
も
、
先
年
者
有
之
候
得
共
、
茶
屋
斗
外
江
売
渡
候
由
ニ

而
、
唯
今
半
三
郎
買
請
候
屋
敷
、
右
之
訳
ニ
而
無
御
座
候
御
事

一

御
境
内
ニ
而
御
座
候
得
共
、
茶
屋
町
添
地
之
儀
ニ
付
、
町
御
奉
行
御
支

配
ニ
而
御
座
候
、
享
保
十
六
辛
亥
年
南
之
方
六
軒
、
新
町
之
内
江
御
用

地
ニ
相
成
候
得
共
、
茶
屋
町
所
持
之
茶
屋
者
、
格
別
之
儀
ニ
御
座
候
ニ

付
、
外
之
茶
屋
被
召
上
、
無
相
違
御
替
地
被
下
置
候
、
外
六
軒
之
茶
屋

者
同
並
ニ
出
来
候
間
、
茶
屋
町
一
同
ニ
拾
七
軒
、
町
御
奉
行
御
支
配
ニ

而
御
座
候
、
只
今
迄
度
々
出
入
御
座
候
節
、
逸
々
両
御
番
所
江
御
訴
申

上
候
御
事

一

古
来
者
外
ニ
茶
屋
無
御
座
、
表
御
門
前
斗
有
之
候
ニ
付
、
自
然
と
茶
屋

町
と
申
認
し
候
御
事

一

茶
屋
町
之
儀
、
両
御
代
官
所
江
御
用
次
第
人
足
差
出
申
候
、
右
茶
屋
之

儀
者
、
御
役
別
段
ニ
ハ
相
勤
不
申
、
町
内
ニ
而
相
勤
候
役
ニ
相
篭
り
申

候
、
然
共
御
祭
礼
之
節
并
七
月
九
日
・
十
日
、
十
二
月
市
両
日
、
何
も

昼
夜
表
御
門
番
相
勤
候
御
事

右
之
通
、
古
来
よ
り
段
々
申
伝
及
承
候
、
凡
百
年
余
ニ
も
相
成
候
由
、
扣
書
等

御
座
候
得
共
、
先
年
類
焼
ニ
焼
失
仕
候
由
、
年
号
等
分
明
ニ
相
知
不
申
候
、
尤

別
紙
ニ
茶
屋
名
目
書
付
差
上
申
候
、
以
上

茶
屋
町

元
文
六
年
酉
二
月

年
寄

五
郎
兵
衛

印

名
主

伊
兵
衛

印

高
橋
八
左
衛
門
殿

岡
地
半
右
衛
門
殿

覚

一

福
屋

地
主

五
郎
兵
衛

一

扇
屋

同

同
人

一

小
松
屋

同

長
右
衛
門

一

湊
屋

同

半
三
郎

一

芳
屋

同

善
次
郎

一

山
形
屋

同

半
三
郎

一

桔
梗
屋

同

長
右
衛
門

一

藤
屋

同

五
郎
兵
衛

一

御
福
茶
屋

同

同
人

一

住
吉
屋

同

同
人

一

叶
屋

持
主

伊
兵
衛

〆

拾
壱
軒

一

無
茶
屋

権
六

一

同
断

半
三
郎

此
外

一

越
前
屋

持
主

岡
地
半
右
衛
門
殿

一

堺
屋

同

仁
王
門
下
番
人
吉
兵
衛

一

大
坂
屋

同

菊
池
惣
左
衛
門
殿

一

河
内
屋

同

中
野
段
右
衛
門
殿
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一

京
屋

同

高
橋
八
左
衛
門
殿

一

伊
勢
屋

同

本
間
庄
兵
衛
殿

〆

六
軒

右
之
通
先
達
而
書
上
申
候
得
共
、
猶
又
書
付
差
上
申
候

酉
二
月

年
寄

五
郎
兵
衛

名
主

伊
兵
衛

右
書
付
坊
官
中
江
指
出
候
也

同
廿
八
日

一

万
里
小
路
民
部
卿
よ
り
手
紙
来
如
左

以
手
紙
致
啓
上
候
、
然
者
此
間
被
仰
聞
候
門
前
拾
七
軒
水
茶
屋
、
古
来
之
書

付
申
伝
候
趣
、
何
も
致
熟
読
候
、
尚
又
右
ニ
付
相
尋
候
趣
、
致
張
紙
進
之
候

間
、
御
吟
味
可
被
仰
聞
候
、
以
上

二
月
廿
八
日

万
里
小
路
民
部
卿

理
乗
院

御
尋
之
張
紙
如
左

一

此
添
地
と
申
事
、
先
年
従

公
儀
被

仰
付
候
様
ニ
、
書
面
書
出
候
申
伝

斗
ニ
而
者
相
済
不
申
候
、
境
内
拾
壱
万
八
千
坪
之
内
、
並
木
町
茶
屋
代
地

ニ
被

仰
付
候
事
、
難
得
其
意
候
、
慥
成
証
拠
有
之
候
哉
可
申
上
事

一

右
茶
屋
町
地
面
不
足
之
添
地
と
申
事
ニ
候
ハ
丶
、
只
今
迄
年
貢
等
可
有
之

事
ニ
候
、
左
様
之
儀
も
無
之
候
得
者
、
尚
以
難
心
得
候
事

一

本
坊
并
代
官
方
ニ
も
、
境
内
之
内
並
木
之
者
共
江
代
地
ニ
相
渡
候
訳
、
第

一
書
面
又
者
申
伝
も
可
有
之
処
、
一
向
其
儀
無
之
候
事

一

只
今
ニ
而
者
証
拠
無
之
候
得
者
、

公
儀
ニ
罷
成
不
相
済
事
候
間
、
令
吟

味
可
申
上
事

一

不
足
之
添
地
、
町
人
江
被
下
候
節
、
役
人
辞
退
可
致
事
無
之
事
と
存
候
、

是
以
難
得
其
意
事

一

享
保
十
六
亥
年
新
町
願
相
整
候
節
、
御
用
地
ニ
相
成
候
得
共
、
茶
屋
町
代

地
被
下
置
候
由
、
此
儀
者
伝
法
院
僧
正
よ
り
被
申
立
候
故
、
不
及
御
吟
味
、

伝
法
院
願
之
通
相
済
候
事
と
存
候
、
従

公
儀
格
別
と
申
儀
ニ
而
者
有
之

間
敷
義
と
存
候
、
此
度
茶
屋
町
拾
七
軒
之
儀
、
古
来
之
訳
吟
味
之
節
難
用

事
ニ
存
候

一

町
御
奉
行
御
支
配
之
由
申
立
候
得
共
、
右
地
面
只
今
迄
並
木
之
者
共
所
持

致
来
候
故
、
其
所
よ
り
万
事
町
御
奉
行
江
御
届
申
上
候
故
、
自
然
と
町
御

奉
行
御
支
配
之
場
所
之
様
ニ
相
見
江
候
哉
と
存
候
事

右
境
内
茶
屋
御
吟
味
之
御
事
ニ
候
間
、
堂
番
八
左
衛
門
呼
寄
吟
味
申
付
候
事

三
月
三
日

一

表
門
通
廿
三
軒
茶
屋
之
者
共
、
先
達
而
指
上
候
書
付
之
趣
ニ
付
、
御
尋
之
筋
、

右
書
付
之
上
、
張
紙
下
札
ヲ
以
御
尋
ニ
付
、
御
返
答
之
書
上
如
左

乍
恐
以
書
付
御
返
答
申
上
候

一

御
境
内
水
茶
屋
之
儀
、
先
達
而
書
上
申
候
処
、
御
下
札
被
成
下
奉
拝
見
候
、

並
木
町
之
内
江
御
代
地
之
節
、
茶
屋
町
之
者
共
家
屋
鋪
縮
り
候
ニ
付
、
御

地
頭
様
よ
り
以
御
憐
愍
、
只
今
之
場
所
ニ
而
茶
屋
見
世
一
軒
宛
被
下
置
候
、

尤
御

公
儀
様
よ
り
被

仰
付
候
儀
ニ
而
ハ
無
御
座
候
、
証
拠
も
有
之
哉

と
御
尋
被
遊
候
得
共
、
書
物
共
焼
失
仕
、
証
拠
ニ
も
相
成
候
物
無
御
座
候
、

百
余
年
以
前
よ
り
所
持
仕
来
候
而
已
ニ
而
御
座
候
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一

御
年
貢
出
不
申
儀
、
先
年
よ
り
茶
屋
町
者
無
年
貢
之
場
所
ニ
而
、
人
足
相

勤
候
間
、
茶
屋
地
面
も
右
ニ
准
し
御
年
貢
出
不
申
候
御
事

一

御
地
頭
様
并
御
代
官
所
ニ
者
、
御
扣
書
も
可
有
御
座
と
奉
存
罷
在
候
処
、

右
御
書
付
又
者
御
聞
伝
も
無
御
座
候
由
、
御
下
札
奉
拝
見
候
御
事

一

只
今
ニ
而
者
無
証
拠
ニ
付
、
吟
味
仕
、
委
細
可
申
上
旨
奉
畏
候
、
先
達
而

申
上
候
通
、
承
伝
而
已
ニ
而
、
此
外
町
人
共
申
上
候
義
無
御
座
候
御
事

一

御
役
人
屋
鋪
ニ
茶
屋
無
御
座
候
儀
、

御
地
頭
様
よ
り
被
下
置
候
茶
屋
之

儀
ニ
御
座
候
間
、
御
役
人
衆
御
辞
退
之
よ
し
承
伝
候
御
事

一

享
保
十
六
亥
年
新
町
御
用
地
ニ
相
成
候
節
、
代
り
之
茶
屋
被
下
置
候
儀
、

御
下
札
之
通
ニ
而
御
座
候
、
此
節
古
来
之
証
拠
ニ
相
成
不
申
候
段
、
奉
畏

候
御
事

一

町
御
奉
行
所
御
支
配
之
儀
、
是
又
御
下
札
之
通
、
茶
屋
町
附
之
場
所
ニ
御

座
候
間
、
古
来
よ
り
町

御
奉
行
所
御
掛
ニ
而
御
座
候
御
事

右
之
通
吟
味
仕
、
御
返
答
書
付
差
上
申
候
、
以
上

元
文
六
年
酉
三
月

年
寄

五
郎
兵
衛

名
主

伊
兵
衛

岡
地
半
右
衛
門
殿

高
橋
八
左
衛
門
殿

右
之
書
付
上
野
江
差
出
候
也

（
中
略
）

同
七
日

一

表
門
通
水
茶
屋
古
来
之
儀
御
尋
ニ
付
、
書
上
候
趣
如
左

覚

一

浅
草
寺
御
門
前
、
町
御
奉
行
御
支
配
ニ
相
成
候
儀
ハ
、
万
治
弐
年
智
楽
院

よ
り
御
願
被
成
、
神
尾
備
前
守
様
・
村
越
長
門
守
様
御
奉
行
之
節
、
御
支

配
ニ
成
申
候
、
当
年
迄
八
十
九
年
ニ
罷
成
候

一

廿
三
軒
茶
屋
ニ
出
入
有
之
節
、
町
御
奉
行
所
江
罷
出
候
事
、
四
拾
年
程
前

有
之
候
様
承
及
候

一

捨
子
有
之
御
奉
行
所
江
罷
出
候
事
、
三
拾
年
程
ニ
罷
成
可
申
候

一

新
町
屋
出
来
候
時
分
、
御
届
申
候
節
、
御
奉
行
衆
者
大
岡
越
前
守
様
・
諏

訪
美
濃
守
様
御
代
、
寺
社
御
奉
行
黒
田
豊
前
守
様
御
掛
り
ニ
而
御
座
候

一

役
料
茶
屋
入
込
御
座
候
者
、
開
帳
之
節
と
承
及
申
候
、
貞
享
四
丁
卯
年
開

帳
之
節
ニ
而
も
可
有
御
座
候

一

新
町
屋
出
来
候
時
分
、
取
払
申
候
役
料
茶
屋
左
之
通

本
間
庄
兵
衛
持
壱
軒

同
人
手
代
持
壱
軒

大
工
源
右
衛
門
持
壱
軒

同
太
郎
左
衛
門
持
壱
軒

御
台
所
入
壱
軒

花
屋
伝
右
衛
門
持
壱
軒

右
伝
右
衛
門
祭
礼
之
節
、
烏
帽
子
細
工
仕
候
役
料
ニ
御
座
候
得
共
、

只
今
櫃
場
ニ
罷
成
候

右
役
料
茶
屋
四
軒
之
分
、
代
リ
ニ
新
町
屋
よ
り
納
候
、
地
代
金
之
内
よ
り
四
貫

八
百
文
宛
被
下
置
候
、
已
上

右
之
通
承
及
申
候
由
、
所
之
者
共
申
候
趣
吟
味
仕
書
上
申
候

三
月
七
日

高
橋
八
左
衛
門

右
之
書
付
上
野
江
差
出
申
候
也

同
八
日

一

万
里
小
路
民
部
卿
手
紙
来
如
左

昨
日
水
谷
左
衛
門
被
致
持
参
候
書
付
之
内

一

新
町
屋
出
来
之
時
分
御
届
申
候
節
、
町
御
奉
行
大
岡
越
前
守
様
・
諏
訪
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美
濃
守
様
御
代
ニ
罷
出
候
、
寺
社
御
奉
行
黒
田
豊
前
守
様
御
掛
ニ
而
御

座
候

右
之
通
書
面
相
見
候
、
此
新
町
、
今
以
町
御
奉
行
御
支
配
ニ
候
哉
、
又
者

寺
社
御
奉
行
御
支
配
ニ
候
哉
、
様
子
御
吟
味
可
被
仰
聞
候
、
尤
恵
日
院
僧
正

江
も
御
聞
合
可
被
成
候

一

廿
三
軒
茶
屋
ニ
出
入
之
節
、
町
御
奉
行
所
江
御
訴
申
候
事
、
三
十
年
程

以
前
捨
子
有
之
罷
出
候
由
、
其
後
者
無
之
事
之
由
書
上
候
、
此
儀
先
達

而
も
相
尋
候
通
、
前
々
よ
り
並
木
之
者
共
所
持
候
故
、
其
所
よ
り
申
上

候
ニ
付
、
検
使
も
有
之
、
自
然
と
町
御
奉
行
御
支
配
之
場
所
之
様
ニ
成

来
候
物
と
被
存
候
、
此
事
も
恵
日
院
僧
正
江
御
聞
合
御
申
越
可
有
之
候
、

大
方
此
方
察
之
通
之
筋
合
ニ
而
可
有
之
と
存
候
、
右
之
趣
為
可
得
御
意

如
此
候
、
以
上

三
月
八
日

万
里
小
路
民
部
卿

理
乗
院

右
之
趣
聞
合
致
吟
味
候
処
、
新
町
之
儀
者
、
右
出
来
之
節
以
来
、
今
以
寺
社
御
奉

行
御
支
配
ニ
而
御
座
候
、
右
新
町
出
来
之
節
、
町
御
奉
行
大
岡
越
前
守
殿
・
諏
訪

美
濃
守
殿
へ
御
届
申
候
段
者
、
廿
三
軒
茶
屋
之
内
六
軒
潰
シ
、
新
町
屋
之
内
江
入

候
ニ
付
、
廿
三
軒
茶
屋
町
御
奉
行
御
支
配
之
様
ニ
成
来
候
場
所
之
儀
故
、
一
通
右

之
趣
御
届
申
候
迄
ニ
而
御
座
候
、
其
節
右
届
之
使
僧
松
寿
院
罷
越
候
よ
し
、
幸
今

日
松
寿
院
参
合
候
故
承
候
処
、
右
之
通
申
事
ニ
御
座
候
事

一

廿
三
軒
茶
屋
之
儀
も
御
紙
面
之
通
、
並
木
之
者
共
所
持
仕
候
故
、
其
所
よ
り

万
事
御
訴
申
上
候
ニ
付
、
検
使
も
有
之
自
然
と
町
御
奉
行
御
支
配
之
様
ニ
成

来
候
由
ニ
御
座
候

右
両
様
之
趣
及
返
書
候
事

（
中
略
）

同
十
四
日

一

境
内
茶
屋
見
世
地
代
運
上
御
改
ニ
付
、
今
日
堂
番
方
ニ
而
、
人
別
相
改
証
文

相
済
候
、
尤
当
年
者
例
年
と
違
、
格
別
之
御
改
故
、
段
々
吟
味
之
上
念
ヲ
入
、

証
文
等
申
付
候
事

同
十
五
日

一

万
里
小
路
民
部
卿
よ
り
手
紙
ヲ
以
、
昨
日
境
内
見
世
茶
屋
証
文
相
済
候
哉
、

左
候
ハ
丶
今
日
後
刻
罷
越
可
申
旨
申
来
、
弥
昨
日
相
済
候
間
、
先
刻
従
是
も

手
紙
ヲ
以
、
右
申
進
之
旨
及
返
書
、
先
達
而
此
方
よ
り
右
之
趣
申
遣
候
返
書

も
到
来
、
弥
後
刻
罷
越
可
申
候
間
、
堂
番
両
人
江
他
出
無
之
様
申
付
候
様
ニ

と
之
御
事

一

万
里
小
路
民
部
卿
、
堂
番
江
被
仰
渡
之
儀
ニ
付
、
被
参
候
事

一

堂
番
両
人
召
寄
、
於
松
之
間
、
民
部
卿
・
左
衛
門
・
理
乗
院
立
合
被
仰
渡
候

趣
、
堂
番
両
人
平
日
骨
折
多
役
儀
勤
方
精
出
、
殊
御
兼
帯
以
来
猶
以
大
切
相

勤
、
別
而
此
度
地
代
運
上
御
改
之
儀
、
殊
之
外
相
働
候
ニ
付
、
為
御
褒
美
裏

付
上
下
一
具
宛
拝
領
被

仰
付
、
其
上
右
申
通
、
平
日
骨
折
多
役
儀
前
々
よ

り
大
切
相
勤
、
別
而
御
兼
帯
以
来
精
出
候
ニ
付
、
為
御
加
増
向
後
壱
人
ニ
付

金
三
両
宛
、
年
々
被
下
之
候
、
弥
此
以
後
大
切
御
奉
公
相
勤
、
御
為
ニ
罷
成

候
様
ニ
可
相
心
懸
旨
被

仰
渡
、
高
橋
八
左
衛
門
儀
ハ
古
役
之
儀
故
、
此
度

も
両
人
之
内
ニ
而
も
一
入
骨
折
候
ニ
付
、
格
別
ニ
為
御
褒
美
金
五
百
疋
被
下

之
候
事

右
為
御
礼
、
上
野
御
玄
関
・
坊
官
中
・
御
用
人
中
・
桜
井
織
部
宅
迄
参
上
候
様
申

渡
候
事
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（
中
略
）

四
月
十
三
日

一

表
門
通
弐
拾
三
軒
茶
屋
之
儀
ニ
付
、
町
奉
行
所
石
河
土
佐
守
殿
江
理
乗
院
罷

出
候
、
口
上
書
并
茶
屋
場
絵
図
、
先
達
而
町
人
共
書
上
之
二
通
、
御
吟
味
御

尋
之
張
紙
等
之
写
持
参
、
尤
従
上
野
御
差
図
ニ
付
、
罷
出
候
、
依
之
口
上
書

も
上
野
よ
り
御
認
被
遣
、
右
書
付
文
言
絵
図
等
如
左

口
上
之
覚

浅
草
寺
仁
王
門
前
水
茶
屋
拾
壱
軒
、
並
木
町
之
者
抱
地
之
様
ニ
申
伝
、
只
今

ニ
地
面
共
ニ
所
持
仕
罷
在
候
処
、
旧
冬
上
野
御
兼
帯
以
後
吟
味
仕
候
所
、
町

人
共
所
持
仕
候
証
拠
無
之
由
申
出
候
、
境
内
之
地
面
代
々
之
住
持
只
今
迄
不

吟
味
ニ
仕
置
候
故
、
町
人
共
我
侭
ニ
仕
来
、
後
々
共
ニ
紛
敷
事
ニ
御
座
候
ニ

付
、
此
度
右
地
面
取
上
候
様
ニ
仕
度
候
、
就
夫
右
之
茶
屋
場
、
町
御
奉
行
御

支
配
之
様
ニ
申
聞
候
故
、
是
又
致
吟
味
候
所
、
年
来
並
木
町
之
者
所
持
仕
罷

在
候
ニ
付
、
御
検
使
等
之
節
、
並
木
町
よ
り
町
御
奉
行
所
江
申
上
来
候
由
御

座
候
、
此
度
右
場
所
取
上
相
改
申
度
候
、
左
候
得
ハ
、
右
之
場
所
向
後
者
当

御
奉
行
所
江
者
不
申
上
相
済
可
申
候
哉
、
依
之
別
紙
絵
図
朱
引
之
通
御
伺
申

上
候
、
尤
町
人
共
江
吟
味
仕
候
書
付
入
御
覧
候
、
以
上

浅
草
寺
留
守
居

理
乗
院

此
外
ニ
二
月
廿
五
日
町
人
共
書
上
候
写
壱
通
、
二
月
廿
五
日
之
処
留
有
之

候
故
不
書
出
之
、
右
之
書
付
ニ
御
吟
味
御
尋
之
張
紙
有
之
、
是
又
二
月
廿

八
日
之
留
ニ
有
之
候
通
也
、
三
月
三
日
町
人
共
よ
り
右
張
紙
御
尋
之
御
返

答
書
一
通
、
是
又
三
月
三
日
ニ
留
置
候
故
、
重
而
不
出
之
也

外
ニ
茶
屋
場
絵
図
一
枚

右
之
通
、
石
河
土
佐
守
殿
江
持
参
、
原
兵
左
衛
門
罷
出
、
委
細
申
入
候
所
、
追
而

従
是
可
申
進
候
と
之
事
ニ
而
罷
帰
候
事

右
絵
図
之
写
、
左
之
通
（
筆
者
注
、
図
一
参
照
）

同
十
九
日

一

表
門
通
水
茶
屋
之
者
共
願
書
壱
通
、
外
ニ
古
来
之
書
付
一
通
、
堂
番
方
江
差

出
候
由
ニ
而
、
高
橋
八
左
衛
門
持
参
左
之
通

乍
恐
以
書
付
御
願
申
上
候

一

茶
屋
町
之
者
共
一
同
ニ
申
上
候
、
水
茶
屋
御
吟
味
ニ
付
、
当
二
月
委
細
書

上
申
候
、
此
度
御
兼
帯
ニ
付
、
一
通
御
尋
被
遊
候
而
已
と
、
乍
恐
奉
存
罷

在
候
所
、
当
月
十
五
日
樽
屋
御
役
所
江
、
水
茶
屋
之
儀
ニ
付
、
出
入
訴
事

等
書
上
可
申
之
御
用
ニ
而
、
月
行
事
・
名
主
被
呼
、
御
申
渡
候
者
、

御

地
頭
様
よ
り
御
番
所
江
右
水
茶
屋
之
儀
、
御
聞
合
御
座
候
而
、
御
取
上
ニ

も
可
被
遊
候
思
召
ニ
御
座
候
由
、
御
申
聞
奉
驚
候
、
依
之
早
速
御
訴
訟
ニ

罷
出
候
得
共
、
猶
又
以
書
付
御
願
申
上
候
、
先
達
而
証
拠
ニ
も
相
成
候
物

有
之
哉
と
御
尋
被
遊
之
節
、
書
物
詮
議
仕
候
得
共
、
見
当
り
不
申
候
ニ
付
、

差
上
不
申
候
処
、
出
入
訴
事
書
出
候
古
帳
之
内
よ
り
、
古
書
付
相
見
江
申

候
、
御
吟
味
之
節
ハ
書
付
共
無
御
座
候
旨
申
上
候
而
、
今
更
指
上
申
候
儀

恐
多
御
座
候
得
共
、
奉
入
御
覧
度
奉
存
候
、
茶
屋
町
之
者
共
、
天
和
二
年

戌
ノ
九
月
町
御
奉
行
所
江
御
願
之
儀
有
之
候
書
付
ニ
而
御
座
候
、
御
本
堂

御
造
営
之
節
為
御
見
分
、
松
平
伊
豆
守
様
・
阿
部
豊
後
守
様
・
松
平
出
雲

守
様
・
安
藤
右
京
様
・
曽
根
源
左
衛
門
様
御
出
被
遊
、
御
本
堂
為
御
火
除
、

六
拾
間
南
之
方
へ
御
地
内
御
広
ケ
被
遊
候
ニ
付
、
居
屋
鋪
縮
り
申
候
、
其

185



節
迷
惑
仕
候
段
申
上
候
得
者
、
御
本
堂
前
ニ
而
水
茶
屋
地
面
、
御

公
儀

様
よ
り
被
下
置
候
書
付
ニ
而
御
座
候
、
証
拠
ニ
者
相
成
申
間
鋪
候
得
共
、

差
上
申
度
奉
存
候
、
御
年
貢
御
役
銀
上
納
可
仕
候
間
、
役
人
足
御
免
被
遊

候
様
、
享
保
九
年
辰
二
月
迄
、
度
々
御
代
官
所
江
御
願
申
上
候
得
共
、
御

聞
済
無
御
座
、
右
茶
屋
地
面
町
人
共
先
祖
よ
り
所
持
仕
罷
在
候
処
、
今
更

御
取
上
被
遊
候
而
者
、
難
儀
至
極
奉
存
候
、
御
年
貢
御
役
銀
上
納
可
仕
候

間
、
何
分
ニ
も
以
御
慈
悲
、
只
今
迄
之
通
被
指
置
被
下
候
ハ
丶
、
町
人
共

一
同
ニ
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

寛
保
元
年
酉
四
月

茶
屋
町
町
人
共

高
橋
八
左
衛
門
殿

岡
地
半
右
衛
門
殿

一

茶
屋
町
之
者
共
古
来
書
上
之
写

乍
恐
書
付
ヲ
以
御
訴
訟
申
上
候
御
事

今
度
茶
屋
ニ
給
仕
女
并
妻
子
等
迄
、
堅
差
置
申
間
鋪
之
旨
被
為

仰
付
、

奉
畏
候
、
浅
草
観
音
大
門
先
茶
屋
町
・
並
木
町
拙
者
共
者
百
姓
ニ
而
、
従

先
年
妻
子
共
茶
酒
を
も
売
来
、
観
音
参
詣
之
影
ニ
而
渡
世
送
り
罷
在
候
得

者
、
自
今
以
後
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
当
観
音
堂
三
十
六
年
以
前
ニ
御
造
営
被

遊
候
節
、
堂
内
為
御
見
分
、
松
平
伊
豆
守
様
・
阿
部
豊
後
守
様
・
松
平
出

雲
守
様
・
安
藤
右
京
様
・
曽
根
源
左
衛
門
様
御
出
被
遊

観
音
堂
火
除
之

為
ニ
地
内
六
拾
間
南
之
方
並
木
・
茶
屋
町
江
御
広
ケ
被
為

遊
候
ニ
付
、

百
姓
共
居
屋
鋪
間
口
せ
は
ま
り
申
候
、
其
節
迷
惑
仕
候
段
申
上
候
得
者
、

観
音
仏
前
ニ
候
間
、
先
規
之
通
茶
屋
可
仕
と
被
為

仰
付
、
弥
茶
屋
商
売

仕
罷
在
候
、
古
来
よ
り
持
来
候
田
地
者
、
弐
拾
六
年
以
前
酉
年
方
々
江
御

用
地
ニ
被

召
上
、
田
地
は
な
れ
申
候
故
、
弥
茶
屋
商
売
ニ
而
渡
世
送
り

罷
在
候
、
並
木
町
之
儀
者
従
先
年
百
姓
ニ
而
候
得
者
、

御

公
儀
様

御
鷹
番
等
、
尓
今
相
整
申
候
、
拾
三
年
以
前
戌
年
、
茶
屋
妻
子
・
下
女
御

改
被
遊
候
節
、
銘
々
不
残
書
付
御
番
所
江
差
上
申
候
、
新
規
・
古
来
之
茶

屋
、
此
節
御
吟
味
被
遊
候
、
並
木
・
茶
屋
之
儀
者
古
来
之
所
ニ
候
得
者
、

右
之
通

御
免
被
為
下
候
、
其
後
五
年
以
前
午
年
、
方
々
茶
屋
同
給
仕
女

二
人
ツ
丶
御
赦
免
被
遊
候
得
共
、
茶
屋
町
・
並
木
町
之
儀
者
、
給
仕
女
と

定
、
給
分
高
直
ニ
而
抱
申
儀
無
御
座
候
、
或
者
年
季
五
年
・
拾
年
ヲ
限
、

給
金
壱
両
弐
分
・
三
分
ニ
過
不
申
候
、
常
躰
之
食
焼
働
之
下
女
遣
来
候
、

并
家
持
共
自
身
仕
ル
茶
屋
ニ
而
御
座
候
得
者
、
万
事
念
ヲ
入

御
公
儀

様
御
法
度
之
趣
急
度
相
守
、
諸
事
預
物
勿
論
夜
宿
之
客
堅
不
仕
候
、
殊
ニ

地
頭
方
よ
り
常
々
吟
味
被
致
候
間
、
只
今
迄
不
届
成
儀
不
仕
候
、
従
古
来

妻
子
共
茶
酒
を
も
売
来
、
観
音
参
詣
之
影
ニ
而
渡
世
送
り
罷
在
候
所
ニ
、

今
度
妻
子
共
迄
差
置
申
間
敷
旨
被
為

仰
付
、
置
所
無
御
座
迷
惑
仕
候
、

仏
前
一
筋
之
通
故
、
外
之
商
売
ニ
而
渡
世
送
り
か
た
き
所
ニ
而
、
自
今
以

後
及
渇
命
、
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
哀
御
慈
悲
ニ
、
先
規
之
通
御
赦
免
被
為
遊

被
下
候
者
、
難
有
奉
存
候
以
上

天
和
二
年
戌
九
月
廿
七
日

浅
草
観
音
大
門
先
茶
屋
町

組
頭

長
左
衛
門

同

半
三
郎

同

五
郎
兵
衛

名
主

又
右
衛
門

組
頭

武
兵
衛

同

仁
左
衛
門
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同

惣
兵
衛

同

勘
右
衛
門

同

庄
右
衛
門

同

七
郎
兵
衛

同

七
郎
右
衛
門

名
主

伊
兵
衛

御
奉
行
所
様

茶
屋
町
上
下
茶
屋
合
三
拾
七
軒

右
両
通
堂
番
方
江
指
出
候
得
共
、
此
方
よ
り
右
茶
屋
場
之
義
、
未
何
之
被
仰
渡
候

儀
も
無
之
候
所
、
訴
状
願
之
趣
不
得
其
意
、
不
及
取
上
候
筋
之
段
申
聞
、
願
書
写

置
、
本
書
・
古
来
之
書
付
共
二
通
早
速
相
戻
シ
、
其
上

公
儀
よ
り
御
尋
ニ
付
、

此
方
江
一
向
届
伺
等
無
之
、

公
儀
江
書
上
仕
候
旨
、
不
届
千
万
ニ
候
段
申
聞
、

公
儀
江
書
上
候
趣
、
此
方
江
も
写
早
々
指
出
候
様
申
渡
候
事

同
廿
一
日

一

昨
日
茶
屋
町
之
者
共
江
申
渡
候
筋
ニ
付
、
町
人
共

公
儀
江
書
上
仕
候
写

相
認
、
今
日
指
出
候
趣
左
之
通

乍
恐
以
書
付
御
返
答
申
上
候

一

昨
十
五
日
御
役
所
江
被
為
召
呼
被

仰
渡
候
者
、
浅
草
寺
境
内
ニ
有
之
候

腰
懸
茶
屋
之
儀
、
茶
屋
町
之
者
共
致
所
持
来
候
由
、
境
内
之
内
ニ
有
之
所
、

如
何
様
之
儀
ニ
而
、
町
御
奉
行
所
御
支
配
ニ
候
哉
、
是
又
右
之
場
所
に
出

入
等
有
之
候
節
、
如
何
様
之
儀
共
御
訴
申
上
候
哉
、
致
吟
味
御
返
答
可
申

上
旨
奉
畏
候
、
浅
草
寺
雷
神
門
、
百
余
年
以
前
六
拾
間
外
江
出
張
候
節
、

為
御
代
地
並
木
町
之
内
江
御
割
込
被

仰
付
、
依
之
大
間
口
所
持
仕
候
者

も
、
並
木
町
四
間
、
茶
屋
町
ハ
三
間
宛
ニ
地
面
縮
メ
御
割
渡
被
下
置
候
、

此
節
茶
屋
町
之
者
共
、
地
頭
方
江
相
願
候
得
者
、
当
所
者
茶
屋
町
之
外
、

余
之
商
売
ニ
而
渡
世
難
成
所
、
地
面
縮
候
而
難
儀
仕
候
間
、
仁
王
門
前
ニ

而
、
茶
や
地
面
相
願
候
得
者

御
公
儀
様
江
被
申
立
候
而
、
願
之
通
弐
間

ニ
四
間
之
地
面
相
渡
申
候
、
右
之
訳
ニ
御
座
候
間
、
此
所
茶
屋
町
分
と
申

儀
ニ
相
成
、
如
何
様
之
出
入
等
有
之
候
而
も
、
境
内
ニ
而
ハ
相
構
不
申
、

茶
屋
町
よ
り
町
御
奉
行
所
様
江
御
訴
申
上
来
候
、
南
馬
道
町
・
北
馬
道
町

も
境
内
之
内
に
御
座
候
得
共
、
町
御
奉
行
所
様
御
支
配
ニ
而
、
家
屋
敷
永

代
売
之
場
所
ニ
而
御
座
候
、
右
茶
屋
地
面
も
両
馬
道
町
同
前
ニ
而
、
年
貢

役
銀
等
無
御
座
候
御
事

享
保
九
年
辰
二
月
、
年
貢
役
銀
等
差
出
不
申
候
間
、
人
足
役
御
免
被
下

候
様
ニ
、
地
頭
方
江
茶
屋
町
之
者
共
相
願
候
得
共
、
取
上
無
御
座
候
事

右
茶
屋
ニ
付
、
出
入
等
御
座
候
節
、
逸
々
左
之
通
御
番
所
江
御
訴
申
候
御
事

一

貞
享
四
年
丁
卯
九
月
十
七
日
、
右
茶
屋
前
ニ
豆
腐
セ
リ
桶
・
棒
共
ニ
捨
有

之
候
ニ
付
、
飛
騨
守
様
御
番
所
江
御
訴
申
上
候
御
事

一

同
五
年
辰
五
月
廿
八
日
、
飛
脚
躰
之
男
手
負
相
果
罷
在
候
ニ
付
、
御
訴
申

上
候
得
者
、
御
検
使
間
米
弥
太
夫
殿
・
小
倉
藤
兵
衛
殿
御
越
被
成
候
事

一

元
禄
二
年
巳
五
月
十
六
日
、
挾
箱
一
ツ
・
棒
共
預
り
置
候
処
、
取
ニ
不
参

候
ニ
付
、
翌
十
七
日
安
房
守
様
御
番
所
江
御
訴
申
上
候
事

一

同
七
年
戌
四
月
十
一
日
、
重
箱
預
ケ
置
、
取
ニ
不
参
候
ニ
付
、
出
雲
守
様

御
番
所
江
御
訴
申
上
候
御
事

一

同
十
二
年
卯
五
月
二
日
、
手
負
人
有
之
、
伊
豆
守
様
御
番
所
江
御
訴
申
、

御
検
使
被
下
置
候
事

一

同
十
六
年
未
正
月
廿
九
日
、
脇
指
捨
物
有
之
、
丹
羽
遠
江
守
様
御
番
所
江

御
訴
申
上
候
事
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一

同
年
五
月
四
日
夜
、
浅
草
寺
表
門
番
人
被
打
臥
候
ニ
付
、
本
多
弾
正
様
よ

り
御
検
使
御
吟
味
之
上
、
茶
屋
番
人
六
兵
衛
牢
舎
被
仰
付
、
此
段
遠
江
守

様
江
御
訴
申
上
候
事

一

宝
永
七
年
寅
十
二
月
廿
六
日
、
手
あ
や
ま
ち
御
座
候
ニ
付
、
坪
内
能
登
守

様
江
御
訴
申
上
、
御
検
使
被
下
候
事

一

正
徳
五
年
未
七
月
廿
一
日
夜
、
四
拾
斗
之
男
首
縊
相
果
罷
在
候
ニ
付
、
翌

廿
二
日
壱
岐
守
様
江
御
訴
申
上
、
御
検
使
三
田
忠
次
兵
衛
殿
・
高
部
治
右

衛
門
殿
御
越
被
成
、
御
吟
味
之
上
三
日
さ
ら
し
、
同
廿
五
日
取
置
被
仰
付

候
事

一

享
保
元
年
申
十
二
月
廿
日
、
捨
子
有
之
、
坪
内
能
登
守
様
へ
御
訴
申
上
候

事

一

同
五
年
子
八
月
廿
二
日
、
脇
指
捨
物
有
之
御
訴
申
上
候
事

一

同
十
六
年
亥
二
月
二
日
、
新
町
出
来
之
節
、
茶
屋
六
軒
上
リ
、
茶
屋
町
所

持
四
人
之
茶
屋
ハ
代
茶
屋
被
下
候
ニ
付
、
両
御
番
所
江
御
訴
申
上
候
事

右
之
通
吟
味
仕
相
違
無
御
座
候
、
以
上

寛
保
元
年
酉
四
月

浅
草
茶
屋
町

月
行
事

次
左
衛
門

名
主

伊
兵
衛

樽
屋
御
番
所

（
中
略
）

同
廿
四
日

一

茶
屋
町
之
者
共
水
茶
屋
之
儀
ニ
付
、
樽
屋
役
所
よ
り
古
来
之
書
付
証
拠
ニ
も

成
候
物
有
之
候
ハ
丶
、
指
出
候
様
ニ
と
御
尋
ニ
付
、
此
間
指
上
候
天
和
二
年

之
書
付
、
樽
屋
役
所
江
差
出
候
様
ニ
仕
度
候
、
先
達
而
右
之
書
付
有
之
候
趣
、

樽
屋
役
所
江
申
入
候
ニ
付
、
右
之
書
付
指
出
候
様
ニ
と
之
事
ニ
御
座
候
由
、

堂
番
迄
申
出
候
由
ニ
付
、
此
方
よ
り
御
吟
味
之
節
ハ
証
拠
書
付
等
も
一
切
無

之
旨
申
置
候
而
、
今
更
右
之
書
付

公
辺
江
差
出
候
由
、
其
上
此
方
江
不
申

上
前
ニ
、
樽
屋
役
所
江
右
之
古
書
付
有
之
趣
申
入
候
と
之
事
、
重
々
不
届
ニ

候
段
申
聞
候
事

（
中
略
）

二
日
（
注
、
六
月
）

一

町
奉
行
所
石
河
土
佐
守
殿
江
、
先
達
而
届
置
候
表
門
通
水
茶
屋
之
儀
、
今
日

伺
ニ
理
乗
院
罷
越
候
処
、
此
節
寺
社
奉
行
衆
其
外
最
中
及
相
談
、
彼
是
吟
味

被
致
候
間
、
何
れ
ニ
も
此
方
よ
り
御
案
内
可
申
進
之
由
、
土
佐
守
被
申
候
由
、

原
兵
左
衛
門
被
申
罷
帰

（
中
略
）

七
月
十
一
日

一

中
見
世
之
者
共
、
御
兼
帯
以
来
御
無
人
ニ
付
、
給
仕
掃
除
等
之
人
足
役
、
万

端
相
勤
候
ニ
付
、
去
冬
よ
り
御
手
支
も
無
之
右
臨
時
御
用
相
勤
候
ニ
付
、
為

太
儀
料
、
向
後
鳥
目
拾
五
〆
文
宛
、
七
月
ト
極
月
両
度
ニ
七
〆
五
百
文
宛
、

毎
年
被
下
之
候
筈
被
仰
付
、
其
段
八
左
衛
門
江
申
渡
、
此
度
鳥
目
七
〆
五
百

文
被
下
之

（
中
略
）
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十
二
月
三
日

一

石
河
土
佐
守
殿
江
、
執
当
衆
ニ
も
被
参
候
様
ニ
、
昨
日
大
岡
越
前
守
殿
ニ
而

被

仰
渡
、
今
朝
圓
覚
院
被
参
候
由
、
就
夫
拙
僧
も
石
河
土
佐
守
殿
江
罷
出

候
前
ニ
昇

殿
可
仕
旨
、
執
当
衆
御
申
被
成
候
由
、
中
嶋
主
税
よ
り
手
紙
ニ

而
申
参
、
依
之
昼
時
昇
殿
仕
候
処
、
圓
覚
院
被
仰
聞
候
者
、
今
朝
石
河
土
佐

守
殿
ニ
而
、
浅
草
寺
仁
王
門
前
水
茶
屋
之
義
被

仰
渡
候
趣
、
拙
僧
為
心
得

被
仰
聞
候
、
夫
よ
り
直
ニ
石
河
土
佐
守
殿
江
罷
越
候
処
、
茶
屋
町
町
人
共
江
、

水
茶
屋
之
義
被
仰
渡
御
座
候
ニ
付
、
理
乗
院
立
合
被
仰
付
候
、
町
人
共
江
被

仰
付
候
趣
、
御
書
付
被
下
候
様
ニ
、
役
人
江
申
入
候
得
者
、
書
付
御
渡
被
成

候
、
尤
今
朝
圓
覚
院
江
も
此
書
付
之
通
申
渡
候
由
被
申
候
書
付
如
左

浅
草
寺
留
守
居

理
乗
院

浅
草
寺
雷
神
門
之
内
、
仁
王
門
前
水
茶
屋
之
義
、
此
度
地
立
申
付
度
旨
、
先

達
而
被
申
聞
候
、
右
水
茶
屋
場
所
者
、
只
今
迄
町
方
支
配
ニ
有
之
儀
者
、
百

余
年
以
前
浅
草
寺
境
内
広
リ
候
節
、
並
木
町
・
茶
屋
町
江
六
十
間
余
出
張
、

切
地
ニ
成
候
故
、
間
口
之
無
差
別
、
並
木
町
ハ
壱
人
前
間
口
四
間
宛
、
茶
屋

町
者
三
間
宛
相
渡
り
致
難
儀
候
ニ
付
、
茶
屋
町
之
者
共
地
頭
江
相
願
、
仁
王

門
前
ニ
而
、
弐
間
ニ
四
間
宛
之
場
所
ニ
相
成
候
故
、
町
方
支
配
請
来
候
、
年

久
敷
水
茶
屋
見
世
出
し
置
、
商
売
致
来
候
処
、
此
度
地
立
被
申
付
候
而
者
、

渡
世
ヲ
離
れ
致
難
儀
之
旨
申
之
候
、
右
水
茶
屋
之
儀
、
只
今
迄
無
年
貢
ニ
而

有
之
候
間
、
向
後
相
応
ニ
寺
役
相
勤
候
様
ニ
可
申
付
候
間
、
只
今
之
通
差
置

可
被
申
候

右
書
付
之
通
被
仰
渡
、
相
済
退
出
、
直
ニ
上
野
御
本
坊
へ
罷
上
、
右
御
届
申

上
候
、
執
当
衆
・
坊
官
衆
共
ニ
御
揃
被
成
、
右
被
仰
渡
之
儀
ニ
付
、
段
々
御

評
議
共
有
之
、
明
四
日
又
々
石
河
土
佐
守
殿
江
、
従

御
門
主
右
被
仰
渡
之

趣
御
承
知
被
成
候
趣
、
其
外
御
届
之
筋
重
々
被
仰
遣
候
ニ
付
、
圓
覚
院
被
参

候
筈
、
且
又
大
岡
越
前
守
殿
・
山
名
因
幡
守
殿
御
両
所
江
御
使
番
衆
ヲ
以
、

被
仰
遣
候
筈
御
口
上
如
左

大
岡
越
前
守
殿
江
御
使
口
上

浅
草
寺
仁
王
門
前
水
茶
屋
之
儀
、
先
達
而
石
河
土
佐
守
殿
江
、
浅
草
寺
留
守

居
理
乗
院
を
以
、
伺
申
上
候
処
、
昨
日
石
河
土
佐
守
殿
ニ
而
被
仰
渡
候
趣
、

御
門
主
御
承
知
被
成
候
、
御
月
番
衆
為
念
御
届
被
仰
入
候

十
二
月
四
日

日
光
御
門
主
御
使

山
名
因
幡
守
殿
江
御
使
口
上

浅
草
寺
仁
王
門
前
水
茶
屋
之
儀
、
先
達
而
石
河
土
佐
守
殿
へ
、
浅
草
寺
留
守

居
理
乗
院
を
以
、
伺
申
上
候
処
、
昨
日
石
河
土
佐
守
殿
ニ
而
被
仰
渡
候
趣
、

御
門
主
御
承
知
被
成
候
、
先
達
而
御
願
被

仰
入
候
趣
も
御
座
候
間
、
為
御

届
御
使
ヲ
以
被
仰
入
候

十
二
月
四
日

日
光
御
門
主
御
使

（
中
略
）

同
七
日

一

於
牡
丹
間
理
乗
院
罷
出
、
両
役
者
立
合
、
両
代
官
・
両
堂
番
立
合
、
茶
屋
町

之
者
共
江
申
渡
之
趣
、
書
付
ヲ
以
本
間
庄
兵
衛
申
渡
候
趣
如
左

水
茶
屋
之
者
共
江
申
渡
覚
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仁
王
門
前
水
茶
屋
拾
壱
軒
之
儀
、
唯
今
迄
不
吟
味
之
義
ニ
付
、
当
春
よ
り
吟

味
之
上

公
辺
江
も
及
御
沙
汰
候
処
、
今
般
石
河
土
佐
守
殿
御
詮
議
之
上
、

其
方
共
年
久
鋪
預
来
候
ニ
付
、
地
立
之
儀
御
用
捨
被

仰
渡
、
何
れ
も
難
有

可
奉
存
候
、
乍
然
唯
今
迄
之
通
我
侭
ニ
相
心
得
候
ハ
丶
、
地
面
取
上
可
申
候

間
、
兼
而
左
様
相
心
得
可
申
候
、
且
又
只
今
迄
役
儀
地
子
等
も
無
之
罷
有
、

不
埒
之
儀
ニ
候
、
此
度
御
改
役
儀
并
地
子
銘
々
申
付
候
間
、
左
様
相
心
得
、

其
外
証
文
之
通
急
度
相
守
可
申
候
、
以
上

一

次
高
橋
八
左
衛
門
よ
り
証
文
之
通
申
渡
候
趣
如
左

差
上
申
一
札
之
事

一

仁
王
門
前
水
茶
屋
拾
壱
軒
之
事
、
古
来
よ
り
拙
者
共
江
、
従
御
地
頭
様
御

預
ケ
被
下
候
所
、
年
来
地
子
役
儀
等
不
相
勤
、
我
侭
ニ
仕
罷
在
候
ニ
付
、

此
度
御
吟
味
被
仰
付
、
地
面
御
取
上
も
可
被
遊
所
、
年
久
敷
御
預
リ
来
候

ニ
付
、
御
憐
愍
ヲ
以
有
来
之
通
、
右
場
所
拙
者
共
江
御
預
ケ
被
下
難
有
奉

存
候
、
然
上
者
万
端
御
地
頭
所
よ
り
之
御
下
知
違
背
仕
間
敷
候
、
若
御
下

知
違
背
仕
候
ハ
丶
、
其
節
地
面
御
取
上
可
被
遊
旨
被
仰
渡
、
奉
畏
候

一

右
茶
屋
場
只
今
迄
無
役
、
地
子
等
も
差
上
不
申
候
ニ
付
、
此
度
御
役
儀
相

勤
并
地
子
指
上
可
申
旨
被

仰
渡
、
銘
々
奉
畏
候
、
地
子
之
儀
者
年
々
堂

番
御
両
人
江
差
上
可
申
候

一

右
水
茶
屋
場
所

公
儀
訴
事
等
有
之
候
節
者
、
只
今
迄
町
家
同
前
ニ
、
名

主
方
よ
り
相
訴
候
由
ニ
候
得
共
、
境
内
水
茶
屋
之
事
ニ
候
得
者
、
此
以
後

者
代
官
・
堂
番
江
相
届
候
上
、
従
御
寺
御
使
僧
被
指
添
、
名
主
御
奉
行
所

江
可
罷
出
旨
被
仰
渡
、
奉
畏
候

一

右
水
茶
屋
場
、
只
今
迄
町
屋
鋪
同
前
ニ
、
内
証
に
て
売
買
等
仕
候
様
ニ
粗

相
聞
候
、
向
後
我
侭
ニ
売
買
等
仕
候
ハ
丶
、

公
儀
江
被
仰
立
、
曲
事
ニ

可
被

仰
付
候
旨
被

仰
渡
、
奉
畏
候

一

右
水
茶
屋
場
借
金
・
質
物
ニ
書
入
申
間
鋪
候

一

右
水
茶
屋
場
所
、
茶
屋
町
と
称
来
候
儀
も
有
之
候
様
に
御
聞
被
遊
候
ニ
付
、

古
来
よ
り
腰
掛
水
茶
屋
之
事
ニ
候
間
、
向
後
茶
屋
町
と
申
紛
敷
名
目
称
申

間
鋪
旨
被

仰
渡
、
奉
畏
候

右
之
條
々
急
度
相
守
可
申
旨
、
一
同
ニ
奉
畏
候
、
若
違
背
仕
候
者
何
分
ニ
も
可

被
仰
付
候
、
為
後
証
仍
如
件

寛
保
元
年
辛
酉
十
二
月

茶
屋
町

名
主

伊
兵
衛

年
寄

五
郎
兵
衛

長
右
衛
門

半
三
郎

善
次
郎

本
間
庄
兵
衛
様

菊
池
助
右
衛
門
様

高
橋
八
左
衛
門
様

岡
地
半
右
衛
門
様

一

次
名
主
伊
兵
衛
方
江
被

仰
渡
之
書
付
、
本
間
庄
兵
衛
申
渡
候
趣
如
左

仁
王
門
前
水
茶
屋
拾
壱
軒
之
儀
、
古
来
よ
り
茶
屋
町
之
者
共
所
持
之
様
ニ
申

来
候
ニ
付
、
当
春
よ
り
段
々
御
詮
義
有
之
候
得
共
、
証
拠
無
之
由
申
上
、
其

後
町
御
奉
行
所
江
書
付
等
指
上
、
其
節
堂
番
方
江
も
跡
ニ
而
右
之
届
い
た
し

候
段
、
役
儀
相
勤
候
者
不
埒
之
儀
ニ
候
、
面
々
共
勝
手
宜
様
ニ
可
致
心
底
有

之
故
、
地
頭
を
軽
し
不
恐
致
方
不
届
至
極
ニ
候
、
畢
竟
其
方
取
斗
不
宜
故
ニ

候
、
依
之
役
儀
を
も
可
被
召
離
事
ニ
候
得
共
、
御
憐
愍
ヲ
以
遠
慮
被

仰
付
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候

右
之
通
、
申
渡
相
済
、
証
文
印
形
之
儀
者
、
桜
井
織
部
・
両
役
者
・
代
官
・
堂
番

立
合
印
形
見
届
候
様
ニ
申
渡
し
、
理
乗
院
退
去

一

次
ニ
町
人
共
証
文
之
趣
拝
見
之
上
、
印
形
相
済
何
も
退
出

一

代
官
・
堂
番
・
役
者
何
も
夜
食
被
下
之
、
各
退
去

同
八
日

一

茶
屋
町
町
人
共
今
日
石
河
土
佐
守
殿
御
役
所
江
御
召
ニ
付
罷
出
候
旨
、
本
間

庄
兵
衛
為
御
届
参
上
、
御
用
之
筋
者
不
相
知
候
由

一

水
茶
屋
拾
壱
軒
之
者
共
江
、
壱
軒
ニ
付
地
子
鳥
目
三
百
銅
ツ
丶
毎
月
上
納
可

仕
旨
、
且
又
役
儀
之
義
者
、
其
時
ニ
至
り
申
付
次
第
人
足
罷
出
候
様
ニ
可
申

渡
旨
、
高
橋
八
左
衛
門
へ
申
渡
之
、
尤
此
度
茶
屋
場
御
吟
味
之
儀
者
、
地
代

等
之
御
損
徳
ニ
付
、
御
吟
味
之
筋
ニ
而
者
無
之
地
面
ニ
付
、
紛
敷
儀
を
御
吟

味
之
御
事
ニ
御
座
候
故
、
地
子
之
儀
も
並
よ
り
ハ
一
等
軽
ク
御
用
捨
ニ
而
、

右
之
通
被
仰
付
候
也

同
九
日

一

茶
屋
町
之
者
共
、
昨
日
石
河
土
佐
守
殿
御
指
障
御
座
候
而
、
御
用
相
済
不
申
、

今
日
罷
出
候
様
ニ
被

仰
渡
候
由
、
本
間
庄
兵
衛
為
御
届
参
上

一

茶
屋
町
之
者
共
石
河
土
佐
守
殿
江
罷
出
候
所
、
向
後
地
頭
所
よ
り
之
申
付
、

不
依
何
事
万
端
違
背
仕
間
敷
之
旨
被

仰
渡
、
証
文
印
形
被

仰
付
罷
帰
候

由
、
代
官
所
迄
相
届
候
由
、
本
間
庄
兵
衛
御
届
申
来

同
十
二
日

一

茶
屋
町
名
主
伊
兵
衛
此
間
よ
り
遠
慮
被

仰
付
候
処
、
時
節
柄
之
儀
、
殊
ニ

名
主
仲
間
共
毎
日
御
訴
訟
申
上
候
ニ
付
、
間
も
無
之
候
得
共
、
今
晩
御
免
、

其
上
役
料
水
茶
屋
壱
軒
、
只
今
迄
之
通
御
預
被
遊
候
、
依
之
於
牡
丹
之
間
理

乗
院
罷
出
、
桜
井
織
部
・
両
代
官
・
手
代
・
茶
屋
町
町
代
も
、
右
申
渡
之
趣

承
候
様
ニ
為
相
詰
候
、
名
主
証
文
左
之
通

差
上
申
一
札
之
事

一

今
般
御
境
内
仁
王
門
前
水
茶
屋
御
吟
味
之
上
、
諸
事
無
調
法
之
取
斗
仕
候
ニ

付
、
遠
慮
被

仰
付
候
処
、
早
速
御
免
被

仰
出
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
自

今
右
水
茶
屋
拾
軒
之
者
共
、

御
地
頭
様
思
召
ニ
不
相
叶
儀
も
御
座
候
ハ

丶
、
御
下
知
次
第
急
度
可
申
付
御
事

一

拙
者
儀
名
主
為
役
料
、
右
之
場
所
ニ
而
水
茶
屋
壱
ヶ
所
前
々
よ
り
御
預
り
罷

在
候
処
、
此
度
御
吟
味
之
上
、
古
来
之
通
為
役
料
、
其
侭
御
預
被
成
下
難
有

仕
合
奉
存
候
、
拙
者
儀
役
儀
不
相
勤
候
節
者
、
役
料
茶
屋
可
被

召
上
之
旨

奉
畏
候
、
為
後
証
仍
而
如
件

寛
保
元
辛
酉
年
十
二
月

茶
屋
町

名
主

伊
兵
衛

本
間
庄
兵
衛
様

菊
池
助
右
衛
門
様

高
橋
八
左
衛
門
様

岡
地
半
右
衛
門
様

本
国
参
河

生
国
武
蔵

寛
政
九
年
丁
巳
五
月
廿
三
日
生

文
政
八
年
乙
酉
冬
十
一
月

伊
藤
鉄
之
助

在
原
直
利
書
之
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